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算定方法：

請求方法：

Visit単価割合の一例 （消費税額等抜き）
回数 Visit1 Visit2 Visit3 Visit4 Visit5 Visit6 Visit7 Visit8 Visit9 Visit10 Visit11 Visit12

4 40.0% 25.0% 25.0% 10.0%
5 40.0% 16.7% 16.7% 16.7% 10.0%
6 40.0% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 10.0%
7 40.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
8 40.0% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 8.3% 10.0%
9 40.0% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 10.0%
10 40.0% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 6.3% 10.0%
11 40.0% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 5.6% 10.0%
12 40.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 5.0% 10.0%

◆全Visit7の場合の請求例
回数 Visit1 Visit2 Visit3 Visit4 Visit5 Visit6 Visit7

7 40.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%
Visit

実施日
2017.12.20 2018.1.22 2018.2.20 2018.3.18 2018.7.20 2018.9.23 2018.11.15

請求月 2018.1月 2018.4月 2018.12月
請求額 40.0% 30.0% 30.0%

※各Ｖｉｓｉｔの経過により発生した請求額を，Ｖｉｓｉｔ1，Ｖｉｓｉｔ4，Ｖｉｓｉｔ7が実施された月の翌月に請求をする。

◆全Visit2の場合の請求例
回数 Visit1 Visit2

2 80.0% 20.0%
Visit

実施日
2017.12.20 2018.1.22

請求月 2018.2月
請求額 100%

※各Ｖｉｓｉｔの経過により発生した請求額を，Ｖｉｓｉｔ2が実施された月の翌月に請求をする。

実施実績に基づく算定・支払（マイルストーン方式）について

　福山市民病院_研究費用内訳書（福山市民病院_様式第13号）において，(2)１症例あたりの研究費の算定方法について，依頼者との協議に
よって，実施実績に基づいて算定・支払を行う方法（以下，「マイルストーン」方式という。）を選択することができる。
算定方法については，以下を参照する。

1. 研究費用内訳書（福山市民病院_様式第13号）で算出した（2）1症例あたりの研究費を算出
2. 1.で算出した1症例あたりの研究費にVisit1単価割合（基本40％）及びLast Visit単価割合（基本10％）を乗じて，Visit1単価とLast
Visit単価を算出する。（小数点以下四捨五入）
3. 1症例あたりの研究費からVisit1単価とLast Visit単価を減算する。
4.全Visit数から2を減算する。
5. 3.で算出した研究費を4.で算出したVisit数で除して，フラットレートを算出する。（小数点以下四捨五入）
6.全Ｖｉｓｉｔ数が2の場合は、以下の【◆全Visit2の場合の請求例】を参照する。

請求時期については，依頼者と協議のうえ『請求するVisit』（例えば全7Visitで，Visit1，Visit4，Visit7など）を
決定する。原則として『請求するVisit』を実施した月の翌月に請求する。


